
令和８年度青森県職員（獣医師）の採用募集案内（随時受付） 

 

１  採用職種及び職務内容 

採用職種 職 務 内 容 

獣医師 

（一般職員又は

主査級） 

本庁又は県内の出先機関（食肉衛生検査所、動物愛護センター、

家畜保健衛生所、保健所等）において、食品衛生監視、動物愛護管

理、食肉衛生検査、家畜防疫、畜産振興等の業務に従事します。 

 

２  採用予定人員  １５名程度 

 

３  受験資格 

 ・下記の全ての要件を満たす者。 

（１） 昭和４２年４月２日以降に生まれた者 

（２） 獣医師の免許を有する者又は令和９年６月３０日までに獣医師の免許を取得す 

る見込みのある者 

         ただし、次のいずれかに該当する者は、受験できません。 

         ア  日本の国籍を有しない者 

イ  拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受ける 

ことがなくなるまでの者 

         ウ  青森県の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過 

      しない者 

         エ  日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府 

      を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加 

入した者 

     オ 現に青森県職員である者 

 

なお、平成６年４月１日までに生まれた者で、獣医師免許取得後、民間企業等（※１）

における獣医師としての職務経験（※２）が通算９年以上（令和８年４月１日現在）ある

場合は、主査級での採用を希望することができます。 

 

（注）主査級での採用希望者について、合格発表後、採用に当たっての手続の中で、職務

経験期間を確認するために前歴証明書を提出していただきますが、これにより受験資

格を満たしていることが証明できないと判断された場合は、主査級では採用されませ

ん。（※一般職員としては採用される場合があります。） 
 



 

４  試験の方法 

試験科目 対象者 内    容 

論文試験 全受験者 
職務の遂行に必要な識見、判断力、思考力等について記述

式による筆記試験を行います。（８００字以内、６０分） 

面接試験① 全受験者 

人物について、面接により試験を行います。（積極性、協

調性、堅実性、発想力・企画力等、表現力・態度等を評価し

ます。） 

面接試験② 

主査級での

採用希望者 

（※） 

主査級相当の職員として必要な能力について、面接によ

り試験を行います。（専門性、企画力、職務執行力・判断力、

指導力、応対・折衝等を評価します。） 

※獣医師免許取得後、民間企業等における獣医師としての職務経験が通算９年以上（令和８  

年４月１日現在）ある者 

 

５ 試験日及び試験会場 

原則として、個別に協議のうえ決定します。 

 

６  受験手続 

（１）申込方法   

ア インターネットによる申込みの場合 

 「青森県電子申請・届出システム」にアクセスし、「令和８年度青森県職員（獣医

師）採用選考試験（随時受付）」の入力フォームから所定の事項を入力の上、証明

写真、面接カード及び職務経歴書（※主査級での採用希望者のみ）を添付して申込

みをしてください。 

※主査級採用を希望する方は、「□ 主査級での採用希望」をチェックしてください。 

 

「青森県電子申請・届出システム」 

(https://s-kantan.jp/pref-aomori-u/offer/offerList_initDisplay.action) 

※本試験の入力フォームは、トップページから試験名でキーワード検索すると表示されます。 

※１「民間企業等」について 

  「民間企業等」とは、民間企業のほか、国、地方公共団体、独立行政法人等の公的機関、各種団体、 

各種法人（財団法人、社団法人、ＮＰＯ法人等）、雇用関係が成立する組織、個人を広く含むほか、 

業務に従事していたことを証明できる自営業等も含みます。 

※２「獣医師としての職務経験」について 

(1)「獣医師としての職務経験」とは、以下のような職務に従事した経験をいいます。 

  ・国、地方公共団体の公衆衛生部門又は家畜衛生部門での業務  

・臨床獣医療、獣医学を基礎とする検査・研究 

  ・食品衛生監視、狂犬病予防、と畜検査、家畜保健衛生、防疫・検疫関係業務 など 

(2) 正規、非正規の雇用形態にかかわらず、同一の民間企業等において、就業時間が週２９時間以上 

で、１年以上継続して就業した期間が該当します。職務経験が複数ある場合は通算することができ 

ます。ただし、同一期間内に複数の職務に従事した場合は、いずれか一つの職歴に限ります。個々  

の継続した職務経験が１年未満の場合は通算できません。 

(3) 連続して１か月を超えて勤務に従事しない期間（産前産後休暇を除く。）は、職務経験期間から  

 除きます。 



 

  

イ 郵送又は持参による申込みの場合 

受験希望者は、市販の履歴書（下記の注意事項を参考に必要事項を記入するこ 

と。）のほか、面接カード及び職務経歴書（※主査級での採用希望者のみ）を下記

８の問合せ・受験申込先まで提出してください。 

※ 主査級採用を希望する方は、履歴書備考欄に「主査級採用希望」と記載してく 

ださい。 
 

【履歴書に係る注意事項】 

  ①顔写真を貼付すること。 

      ②学歴（中学校以降を年代順に記入すること）、職歴及び賞罰の有無を記入すること。 

      ③連絡先の住所、郵便番号及び電話番号を記入すること。 

   ④希望する試験日（第１～３候補まで）を記載すること。 

※今年は青森県内で国民スポーツ大会が開催されることから、１０月は実施が難し

い見込みです。また、可能な限り申込日から２～３週間先の日程で希望試験日を設

定してください。 

      ⑤履歴書の左上余白に「獣医師受験希望」と明記し、希望する試験会場（希望する都

道府県、都市名等）を記載すること。 

   ⑥履歴書の免許・資格欄に獣医師免許の有無を記載すること。 

      ⑦郵送の場合は、封筒の表に「獣医師受験希望」と朱書きすること。 
 

（２）受付期間  

ア インターネットによる申込みの場合 

令和８年７月１日（水）９時００分から令和８年１２月２日（水）１７時００分まで 

に申込みデータの受信を完了したものに限り受け付けます。  

 

    イ 郵送又は持参による申込みの場合 

令和８年７月１日（月）から令和８年１２月２日（水）【必着】まで。 

 

 （３）受験票の交付  

受験申込者と協議し、試験日・試験会場がまとまり次第、発送します。 

 

７  合格から採用まで 

（１）合格発表は試験実施日から約３週間後を予定しています。 

（２）合格者には保健衛生課から直接その旨を通知します。 

（３）採用時の職位については、原則として一般職員（技師）となりますが、面接試験② 

  を受験した方は、面接の結果により、上位の職位（主査級）での採用となる場合があ 

 

※左のＱＲコードを読み取りますと、直接、入力フォームを表示

することができます。 



  ります。 

 合格者のうち、面接試験②を受験した方には、上記（２）の保健衛生課からの合格 

連絡時に、採用時の職位（予定）についても併せてお知らせします。 

（４）合格者は、原則として令和９年４月１日付けで採用します。 

     なお、採用に応じられる方については、令和９年４月１日までの間の年度途中にお

いても採用します。 

（５）初任給は、令和９年４月採用の大学新卒者（一般職員）で３３万円程度、民間企業

等での勤務経験が１０年程度ある方（主査級）で３６万円程度です。（いずれも６年

制大学卒業時に獣医師免許を取得した場合。初任給調整手当を含む。） 

このほか、支給条件に応じて、扶養手当、通勤手当、住居手当、期末・勤勉手当等 

   が支給されます。 

 

８ 問合せ・受験申込先 

  〒０３０－８５７０   

青森市長島一丁目１－１ 青森県健康医療福祉部保健衛生課 食品衛生グループ 

    T E L：０１７－７３４－９２１４（直通）  

     MAIL：hoken@pref.aomori.lg.jp 

 【青森県職員（獣医師）採用サイト「Ａ－ＶＥＴＳ」 https://a-vets.pref.aomori.lg.jp/】 

 


